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第 1条  （約款の目的） 

医療法人あすか会が運営する（介護予防）認知症対応型共同生活介護施設、グループ

ホームハビリス鵄邑Ⅰ（以下「当施設」という）は、要支援２もしくは要介護状態と認

定され認知症である利用者（以下単に「利用者」という）に対し、介護保険法令及びこ

の契約に従って、利用者が当施設に居住しその有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるように認知症対応型共同生活介護サービス、介護予防認知症対応型共同

生活介護サービスまたは短期利用認知症共同生活介護サービスを提供し、一方、利用者

及び利用者の身元引受人は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払うことにつ

いて取り決める事を本約款の目的とします。 

 

第 2条  （適用期間） 

本約款は、利用者が利用同意書を当施設に提出したときから効力を有します。但し、

利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとしま

す。 

２ 利用者は､前項に定める事項の他、本約款の改定が行われない限り、初回利用時の

同意書提出をもって、繰り返し当施設を利用することができるものとします。 

 

第 3条  （身元引受人） 

利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受

人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。 

① 行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。）

であること 

② 弁済をする資力を有すること 

 ２ 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を利用料の３

ヶ月分を極度額として、利用者と連帯して支払う責任を負います。 

 ３ 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。 

① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように

協力すること 

②入所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死

亡した場合の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引受人と別に

祭祀主宰者がいる場合、当施設は祭祀主宰者に引き取っていただくことができます。 

４ 身元引受人が第１項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若し

くは他の入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社

会的行為を行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人に対し、相当期間内にその

身元引受人に代わる新たな身元引受人を立てることを求めることができます。但し、

第１項但書の場合はこの限りではありません。 

５ 身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利

用料金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及

び支払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。 
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第 4条  （利用者からの解除） 

利用者は、当施設に対し、退去の意思表明をする事により、本約款に基づく利用を解

除する事が出来ます。 

２ 身元引受人も前項と同様に入所利用を解除することができます。但し、利用者の利

益に反する場合は、この限りではありません。 

 

第 5条  （当施設からの解除及び入院又は入所による終了） 

当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく利用

を解除することができます。 

① 利用者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合 

② 利用者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を２か月分以上滞納し、その

支払を督促したにもかかわらず１４日間以内に支払われない場合 

③ 利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入居者等に対して、窃盗、暴行、暴言、

誹謗中傷その他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行っ

た場合 

④ 第３条第４項の規定に基づき、当施設が新たな身元引受人を立てることを求めた

にもかかわらず、新たな身元引受人を立てない場合。但し、利用者が新たな身元

引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除く。 

⑤ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用さ

せることができない場合 

⑥ 利用者が入院または他の介護施設へ入所した場合 

２ 利用者が病院に入院又は他の施設に入所した場合、本約款に基づく入所利用は

終了します。 

 

第 6条  （計画の作成・変更） 

事業所の計画作成担当者は、（介護予防）指定認知症対応型共同生活介護サービス提

供の開始にあたり、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

他の従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内

容等を記載した（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を作成します。 

２（介護予防）認知症対応型共同生活計画には、援助の目標、当該目標達成のための具

体的なサービス内容等を記載します。 

３ 当施設の計画作成担当者は、（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画作成後も、

当該計画の実施状況及び利用者の様態の変化等を把握し、必要に応じて当該計画の変

更を行います。 

４（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を作成もしくは変更した場合には、当該

計画書を利用者または身元引受人に対し、その内容を説明し、同意を得ます。 
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第 7条 （サービスの内容） 

事業所のサービスの内容は、（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画に基づいて

行う以下の日常生活上の世話、機能訓練とします。 

① 日常生活の援助 

② 健康チェック 

③ 機能訓練 

④ 食事支援 

⑤ 入浴支援 

⑥ 排泄支援 

⑦ 相談・助言等 

 

第 8条 （サービスの具体的取扱方針） 

当施設は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設

定し、（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画に基づき計画的に行うこととし、利

用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるようにします。 

２ 当施設は、（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスの提供に当たっては、

（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないよう

に、機能訓練及び必要な援助を行います。 

３ 当施設は、提供する（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスの質の評価を

行うとともに、定期的に外部評価を受けてその結果を公表し、常にその改善を図るよ

う努力します。 

４ 当施設は、利用者の被保険者証に認定審査会意見が記載されている場合、この意見

に配慮してサービスの提供を行うよう努めます。 

  ５ 当施設は、懇切丁寧に（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスを提供し、

利用者及び家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいよう説明します。 

  

第 9条  （他の事業者等との連携） 

 当施設は、利用者に対して（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスを提供す

るにあたり、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めま

す。 

２ 当施設は、利用者が（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスの利用を終了

し他の保健医療サービス及び福祉サービスを利用される場合、当該サービス事業者に対

し、利用者に係る情報の提供を行い密接な連携に努めます。 
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第 10条  （利用料金） 

利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく（介護予防）認

知症対応型共同生活介護サービスの対価として、別紙重要事項説明書に記載する料金を

もとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必

要となる額の合計額を支払う義務があります。 

２ 当施設は、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対し、

前月料金の合計額の請求書を、毎月 25日までに発行し、利用料金支払者にお届け致

します。お支払い方法については口座振替でのお支払いとなります。尚、お支払日

は、ご利用月の翌々月の 13日（休日の場合は、翌営業日）にご指定の預金口座から

自動的に利用料金を振替にてお支払い頂きます。 

３ 当施設は、利用者又は身元引受人から、１項に定める利用料金の支払いを受けたと

きは、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の指定する者に対して、

領収書を所定の方法により交付します。 

 

第 11条  （記録） 

当施設は、利用者の（介護予防）認知症対応型行動生活介護の提供に関する記録を作

成し、その記録を利用終了後５年間保管します。 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、必要

な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、身元引受人又は利用者若しくは身元

引受人が指定する者（利用者の代理人を含みます）に対しては、利用者の承諾その

他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 

３ 当施設は、身元引受人が第 1 項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写

を必要とする事情を確認して当施設が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収

のうえ、これに応じます。但し、利用者が身元引受人に対する閲覧、謄写に反対す

る意思を表示した場合その他利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める

場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。 

４ 前項は、当施設が身元引受人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場

合は適用されません。 

５ 当施設は、利用者及び身元引受人以外の親族が第 1 項の記録の閲覧、謄写を求め

たときは、利用者の承諾がある場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じ

ます。但し、利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、

謄写に応じないことができます。 

 

第 12条  （身体の拘束等） 

当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れが

あるなど緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利

用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、その様態及び時間、

その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録することとします。 
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第 13条  （虐待の防止） 

 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に

掲げる事項を実施する。 

虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが 

できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知

徹底を図る。 

２ 虐待防止のための指針を整備する。 

３ 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。 

４ 前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

 

第 14条  （秘密の保持及び個人情報の保護） 

当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者、

身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報の利用目的を別紙１

の通り定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、

例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記さ

れていることから、情報提供を行なうこととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所等との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村

への通知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提

供する場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後また職員が退職後も同様の取扱いとします。 

 

第 15条  （緊急時の対応） 

当施設は、利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医

師または協力医療機関と連絡を取り、救急治療あるいは救急入院など必要な措置を講じ

ます。 

２ 前項の場合、当施設は、利用者及び身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指

定する者に対し、緊急に連絡します。 

 

第 16条  （事故発生時の対応） 

サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講

じます。 

２ １項のほか、当施設は利用者の身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定す

る者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 
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第 17条  （要望又は苦情等の申出） 

利用者、身元引受人又は利用者の親族は、当施設の提供する（介護予防）認知症対

応型共同生活介護サービスに対しての要望又は苦情等について、法人の苦情相談窓口

に申し立てる事が出来ます。 

２ 利用者、身元引受人又は利用者の親族は、介護保険法令に従い、市町村及び国民健

康保険団体連合会等の苦情申立機関に苦情を申し立てることが出来ます。 

 

 

第 18条  （賠償責任） 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべ

き事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を

賠償するものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身元

引受人は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

第 19条  （利用契約に定めのない事項） 

この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところによ

り、利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 
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重要事項説明書 
（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービス 

 

（1）運営主体の概要 

・運営主体        医療法人あすか会  

・法人開設日       平成 14年 8月 28日 

・所在地         〒631－0062 奈良市帝塚山二丁目 21番 21号 

・代表者        理事長 榎木 晋作 

・電話番号       0742-44-3300  

・ファックス番号       0742-44-2100  

・法人の行う他の業務   診療所（あすかホームクリニック） 

             介護老人保健施設、短期入所療養介護、介護予防短期

入所療養介護、通所リハビリテーション、介護予防通

所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介

護予防訪問リハビリテーション、訪問看護、介護予防

訪問看護、訪問介護、介護予防訪問介護、居宅介護支

援事業所、サービス付き高齢者向け住宅、小規模多機

能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看

護小規模多機能型居宅介護 

（2）施設の概要 

   ・施設の名称      グループホーム ハビリス鵄邑Ⅰ 

   ・開設年月日      令和 2年 3月 31日 

   ・管理者        金 清美 

   ・所在地        〒630-0131 生駒市上町２番地１ 

   ・電話番号       0743‐70‐1600 

   ・ファックス番号    0743‐70‐1601 

 

（3）居室等の概要 

   ・居室         全室個室 トイレ洗面付  

（1ユニット 9室、2ユニット）   

  ＜広さ＞ 9.04㎡（トイレ除く有効面積） 

                ＜設備＞ ベッド、寝具、チェスト、テレビ 
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 ・共有スペース（居間・食堂） 

                ＜広さ＞ 139.80㎡（有効面積） 

                ＜設備＞ テーブル、椅子、ソファ、テレビ 

（4）入居定員等    

 定員   18名 

            ユニット数   2ユニット  

１ユニットの定員   9名 

 

（5）施設の職員体制 

  １  職員配置   

 管理者           1名 

     介護職員          13名（うち計画作成担当者 2名） 

     看護職員          1名 

      

  ２ 職員の勤務体制 

ご利用者の生活状況に応じて変わる場合があります。 

       早出勤務 午前 7時から午後 3時半まで 

       日中勤務 午前 9時から午後 5時半まで 

       遅出勤務 午後 1時から午後 10時まで 

        夜勤  午後 10時から午前 7時まで 

 

（6）日中の時間帯 

    日中の時間帯は午前 6時から午後 9時までとします。 

          

（7）認知症対応型共同生活介護の目的と運営方針 

１ 利用者が、当施設に居住し(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画に基づいて、家

庭的な環境の下でその有する能力に応じ日常生活を営むことが出来る様に支援します。 

２ 当施設では、サービス提供の際、利用者のプライバシーの確保に配慮して行います。 

３ 当施設では、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護・

要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の心身の状況等を把握しなが

ら、適切に行います。 

４ 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得

ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行ないません。 

５ 当施設では、地域住民、地域包括支援センター、その他保健医療福祉サービス提供者

及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域住民との交流の下で日常生活

が営めるよう努めます。 
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６ 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」

過ごすことができるようサービス提供に努めます。 

７ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上

必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意

を得て実施するよう努めます。 

８ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに

則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供

にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、

必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとします。 

９ 当事業所は、提供する認知症対応型共同生活介護サービスの質の評価を行うとともに、

定期的に外部評価を受けてその結果を公表し、常にその改善を図るよう努力します。 

10  情報開示につきまして 

当施設は、利用者の求めに従って、利用者自身に関する情報（ご利用者記録、サービ

ス提供記録、その他）を開示しております。遠慮なくお尋ねください。ただし、ご本

人ありいは身元引受人でない方（他のご家族様等）からのご請求につきましては、当

施設所定の書面により、ご本人様のご了解を得てからの情報提供になります。あらか

じめご了承ください。 

 

（8）サービス内容 

当施設でのサービスは、認知症のご利用者に、家庭的な環境と地域住民との交流の

中でなるべく自立した日常生活を営んでいただけるよう作成した(介護予防)認知症対

応型共同生活介護計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わる職員の

協議によって作成されますが、その際、ご本人・利用者の後見人、利用者の家族、身

元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただきま

す。 

① (介護予防)認知症対応型共同生活介護計画の立案 

② 食事の提供（食事は原則として共同生活室でおとりいただきます。） 

朝食    8時 00分～ 

昼食  12時 00分～ 

夕食  18時 00分～ 

③ 日常生活の介護 

④ 受診の援助、服薬管理などの健康管理 

⑤ 相談援助 

⑥ 理美容 

⑦ 行政手続代行 

⑧ その他 

＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいた

だくものもありますので、具体的にご相談ください。 
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（9）協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変

した場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

・協力医療機関１ 

名 称  生駒市立病院 

住 所  生駒市東生駒１丁目 6番地 2 

   ・協力医療機関２ 

名 称  奈良西部病院 

住 所  奈良市三碓町 2143-1 

・協力医療機関３ 

名 称  白庭病院 

住 所  生駒市白庭台 6丁目 10番 1号 

・協力医療機関４ 

名 称  あすかホームクリニック 

住 所  奈良市帝塚山 2丁目 21番 21号 

・協力歯科医療機関 

名 称  柿木歯科診療所 

住 所  木津川市山城町上狛前畑 12-1 

 

（10）緊急時の対応 

ご利用中に、利用者の心身の状態に急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治

医、救急隊等への連絡を行い対応します。また、利用者または身元引受人又は利用者若

しくは身元引受人が指定する緊急時連絡先へ連絡をします。 

 

（11）事故発生時の対応 

当施設では、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故

発生の防止のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備していま

す。また、サービス提供中に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し、状況に応

じて必要な措置を講じます。また、利用者の家族等、利用者、身元引受人又は利用者若

しくは身元引受人が指定する者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡し

ます。 

 

（12）当施設利用に当たっての留意事項 

・ 外出・外泊の際は、事前に必ず申し出ていただきます。 

・ 飲酒・喫煙については、職員に申し出てください。 

・ 火気の取扱いは、職員に申し出てください。 
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・ 設備・備品の利用は、職員に申し出てください。 

・ 金銭・貴重品の管理は、当施設では責任を負うことは出来ません。 

・ 宗教活動は、他の利用者に迷惑が掛かるので、禁止します。 

・ ペットの持ち込みは、ご遠慮いただきます。 

・ 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止します。 

・ 他利用者への迷惑行為は禁止します。 

 

 

（13）非常災害対策 

・ 防災設備 スプリンクラー、消火器、屋内(外) 消火栓、防火区画、非常警報設備等 

・ 防災訓練 年 2回 

 

（14）禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営

利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

（15）要望及び苦情等の相談 

  要望や苦情などは、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご

意見箱」に投函して申し出ることができます。 

  当法人が行う事業に関して苦情や相談がある場合には、以下までご連絡ください。 

担当窓口 連 絡 先 

医療法人あすか会 

総務部 

医療法人あすか会相談窓口 

連絡先 ０７４２－４４－３３００ 

FAX   ０７４２－４４－２１００ 

（受付時間 9：00～17：30） 

 

  介護保険の苦情や相談に関しては他に、下記の相談窓口があります。 

窓   口  連 絡 先 

生駒市福祉健康部 

介護保険課 

連絡先 ０７４３－７４－１１１１ 

FAX   ０７４３－７４－１３２０ 

（受付時間 9：00～16：30） 
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窓   口  連 絡 先 

奈良県国民健康保険団体連合会 

連絡先 ０７４４－２９－８３１１ 

FAX   ０７４４－２９－８３２２ 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－２１－６８９９ 

（受付時間 9：00～12：00 13：00～17：00） 

 

（16）利用料金 

１  保険給付の自己負担額 

イ、（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

介護保険制度では、要介護認定による要介護の 

程度によって利用料が異なります。以下は１日 

あたりの自己負担分です。 

                1割負担   2割負担   3割負担 

・要支援 2            770円   1.539円   2,308円  

・要介護 1            774円   1,547円   2,320円 

・要介護 2            810円   1,619円   2,428円 

・要介護 3            834円   1,668円   2,502円 

・要介護 4            851円   1,701円   2,551円 

・要介護 5            868円   1,736円   2,604円 

   ロ、（介護予防）短期利用認知症対応型共同生活介護 

 介護保険制度では、要介護認定による要介護の 

程度によって利用料が異なります。以下は１日 

あたりの自己負担分です。 

・要支援 2            798円   1,596円   2,394円 

・要介護 1            802円   1,604円   2,406円 

・要介護 2              839円   1,678円   2,517円 

・要介護 3            864円   1,728円   2,592円 

・要介護 4            882円   1,763円   2,644円 

・要介護 5            898円   1,795円   2,693円 

 

入居者の入退院支援の取組／日              253円       506円        758円   

入院後 3ヵ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け入        

 れ体制を整えている場合には、一定単位の基本報酬を算定する（1月に 6日を限度） 
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1割負担 2割負担 3割負担 

初期加算／日                    31円   62円   93円 

 イ、について入居した日から起算して 30日以内の期間 

 医療機関に期間に 1ヵ月以上入院した後、退院して再入居する場合も初期加算を 

 算定する 

夜間支援体制加算(Ⅰ)／日                   52円   103円    154円 

次の(1)または(2)を満たす場合 

(1)夜勤職員の配置基準(1ユニット 1人)に加え、 

事業所ごとに常勤換算で 1人以上の夜勤職員または 

宿直職員を配置。 

(2)夜勤職員の配置基準（1ユニット 1人）に加え、 

事業所ごとに常勤換算で 0.9人以上の夜勤職員を 

 配置。この場合、夜勤時間帯を通じて利用者の動向を 

検知できる見守り機器を利用者の 10％以上に設置し、 

かつ利用者の安全、介護サービスの質の向上、 

職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会で 

必要な検討等を行う。 

夜間支援体制加算(Ⅱ)／日                   26円    52円     77円 

夜勤職員または宿直勤務に当たる者の合計数が 

認知症対応型共同生活介護事業所を構成する 

共同生活の数に 1を加えた数の場合 

医療連携体制加算（Ⅰ）／日             59円   117円    176円 

イ事業所の職員として看護師を常勤換算で 

1名以上配置。24時間連絡が取れる体制を確保、 

または病院・訪問看護ステーションの 

看護師との連携により 24時間連携できる体制を 

とっていること、重度化の対応方針を定め説明、 

同意を得た場合 

医療連携体制加算（Ⅰ）／日             49円   97円  145円 

ロ事業所の職員として看護職員を常勤換算で 

1名以上配置。24時間連絡が取れる体制を確保、 

または病院・訪問看護ステーションの看護師との 

連携により 24時間連携できる体制をとっていること、 

重度化の対応方針を定め説明、同意を得た場合 

※准看護師のみである場合は病院、若しくは訪問看護 

   ステーションの看護師と連携体制を確保すること。                                       
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1割負担 2割負担 3割負担 

医療連携体制加算（Ⅰ）／日             38円    76円    114円 

ハ事業所の職員として又は病院、診療所もしくは 

訪問看護ステーションの連携により看護師を 

1名以上確保、重度化の対応方針を定め説明、 

同意を得た場合 

医療連携体制加算（Ⅱ）／日              6円    11円    16円 

医療連携加算Ⅰのいずれかを算定 

  算定日が属する月の前月 3間において、次のいずれかに該当する状態の 

  入居者が一人以上であること。 

(1)喀痰吸引を実施している状態   

(2)経鼻胃管や胃ろう等の経腸が行われている状態 

(3)中心静脈注射を実施している状態 

(4)人工腎臓を実施している状態 

(5)重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

(6)人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態 

(7)褥瘡に対する治療を実施している状態 

(8)気管切開が行われている状態 

(9)留置カテーテルを使用している状態 

(10)インスリン注射を実施している状態 

認知症専門ケア加算（Ⅰ）／日              3円    6円     9円 

(1)事業所における利用者の総数のうち、 

日常生活に支障を来すおそれのある症状または 

行動が認められることから介護を必要とする 

認知症の者（以下「対象者」）の占める割合が 

2分の 1以上であること。 

(2)認知症介護に係る専門的な研修を 

修了している者を、事業所における対象者の数が 

20人未満である場合にあっては 1以上、 

対象者の数が 20人以上である場合にあっては 

1に対象者の数が 19を超えて 10又はその端数を 

増すごとに 1を加えて得た数以上を配置し、 

チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

(3)当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する 

留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を 

定期的に開催していること。 
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1割負担 2割負担 3割負担 

認知症専門ケア加算（Ⅱ）／日              5円    9円     13円 

上記に加え、 

(1)認知症介護の指導に係る専門的な研修を 

修了している者を 1名以上配置し、事業所 

全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

(2)当該事業所における介護職員、看護職員ごとの 

認知症ケアに関する研修計画を作成し、 

当該計画に従い、研修を実施または実施を予定 

していること          

 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）／日          23円   45円     68円 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 

70％以上の場合 又は、勤続 10年以上の介護福祉士 

の割合が 25％以上の場合 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）／日            19円   37円   56円 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 

60％以上の場合 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）／日           7円   13円     19円 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 

50％以上の場合 又は、常勤で占める割合が 75％以 

上の場合 もしくは、サービスを直接提供する職員 

の総数のうち勤続 7 年以上の割合が 30％以上の場合 

若年性認知症受入加算／日               124円   247円    370円 

若年性認知症入所者に対して認知症対応型共同生活 

介護サービスを行った場合 

認知症行動・心理症状緊急対応加算／日(7日を限度)     206円   411円    617円 

ロ、について在宅での生活が困難で緊急入所が必要と 

医師が認めたもの                                                   

看取り介護加算／日（イ、について） 

  死亡日以前 31日以上 45日以下                  74円    148円    222円                                  

死亡日以前 4日から 30日以下          148円    296円    444円 

死亡日の前日及び前々日             699円   1,397円   2,095円 

死亡日                    1,315円  2,629円   3,944円 

 

1割負担 2割負担 3割負担 
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栄養管理体制加算／月                  31円   62円      93円 

   イ、について管理栄養士が、栄養ケアに係る介護職員への技術的 

助言や指導を月 1回以上行うこと 

口腔衛生管理体制加算／月               31円   62円      93円 

  イ、について歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が 

  介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月 

1回以上行っている場合 

口腔・栄養スクリーニング加算／回           21円    41円      62円 

  イ、について、利用開始時及び 6ヵ月ごとに栄養状態に 

ついて確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る 

情報（医師・管理栄養士等への相談助言を含む）を 

介護支援専門員に文書で共有した場合（6月に 1回まで） 

 

生活機能向上連携加算（Ⅰ）／月                     103円   206円    309円  

  計画作成担当者が、基準に当該する医療提供施設 

の理学・作業療法士、言語聴覚士、医師の助言に 

基づき生活機能の向上を目的とした認知症対応型 

共同生活介護計画を作成し、当該計画に基づくサ 

ービスを行った場合 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）／月                     206円   411円    617円                 

    基準に当該する医療提供施設の医師等が利用者の 

居宅を訪問する際に、計画作成担当者が同行する 

等により、評価を共同で行い、生活機能の向上を 

目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成 

し、医師等と連携し当該計画に基づくサービスを 

行う場合 

退居時相談援助加算／回               411円   822円   1,233円 

1ヶ月を超えて入居していた利用者が退去し、その 

自宅においてサービスを利用する場合で、かつ所定 

の情報提供を行った場合 

  科学的介護推進体制加算／月                        41 円   82 円    123円 

・イ、について、利用者ごとの、ＡＤＬ値、栄養状態、 

口腔機能、認知症の状況その他心身の状況等の基本的な 

情報を、厚生労働省に提出 

・必要に応じてサービス計画を見直す等、サービ 
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スの提供に当たって、上記の情報その他サービ 

スを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用 

1割負担 2割負担 3割負担 

退居時情報提供加算／回              257円  514円  771円 

利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、 

当該医療機関に対して当該利用者の同意を得て、 

当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を 

提供した上で、当該利用者の紹介を行った場合 

   認知症チームケア推進加算(Ⅰ)／月          154円  308円  462円 

    事業所内で認知症者の割合が 2分の 1以上あり、 

認知症介護の専門的な研修を修了している者を 1名以上配置、 

かつ複数人からなる、評価を計画的に行い、 

認知症に対応するチームを組んでいる 

認知症チームケア推進加算(Ⅱ)／月          124円  247円  370円 

認知症の行動・心理症状の予防等に資する 

認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を 

１名以上配置し、か つ、複数人の介護職員から成る 

認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる 

  高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)／月        11円  21円  31円 

第二種協定指定医療機関との間で 

新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保し、 

連携をしていること 

医療機関が行う院内感 染対策に関する研修又は訓練に 

１年に１回以上参加していること。 

   高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)／月         6円  11円  16円 

医療機関から、３年に１回以上施設内で 

感染者が発生した場合の感染制御等に 

係る実地指導を受けていること。 

   新興感染症等施設療養費／回            247円  493円  740円 

   1月に 1回連続する 5日を限度            

  生産性向上推進体制加算(Ⅰ)／月          103円  206円  309円 

 見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。 

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)／月           11円   21円   31円 

   見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること。 
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  協力医療機関連携加算／月 

相談・診療を行う体制を常時確保している    1割負担 2割負担 3割負担 

    協力医療機関と連携している場合         103円  206円  309円 

     

上記以外の協力医療機関と連携している場合   41円   82円  123円 

 1ヶ月を超えて入居していた利用者が退去し、その 

自宅においてサービスを利用する場合で、かつ所定 

の情報提供を行った場合 

   

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）               ご利用単位数×18.60％ 

  介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）              ご利用単位数×17.80％ 

  介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）                           ご利用単位数×15.50％ 

  介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）                           ご利用単位数×12.50％ 

 

２  利用料 

食材費（1日あたり）                      2,000円 

    内訳（朝食 350円、昼食 810円、おやつ 100円、夕食 740円） 

家賃（１ヶ月あたり）                                     86,000円 

水光熱費（１ヶ月あたり）                     20,000円 

＊家賃・水光熱費（１日あたり）           

月途中の入居及び短期利用の方             3,600円 

 

おむつ代（必要な方）  おむつ一式（1枚）          215 円 

パンツ式（1 枚）            215 円 

パッド（1 枚）            75 円 

理美容代 カット            3,100円 

 洗髪              650円 

 顔剃り            1,250円 

 カット＆顔剃り         4,100円 

 丸刈り            2,500円 

 リタッチカラー      4,700円 

       （根本から 3㎝以内を染める場合）     

 フルカラー           5,200円 

パーマのみ          6,000円 

理美容をご利用の場合にお支払いいただきます。上記

メニューの組み合わせによりセット割引がございます。 
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行事費                                   その都度実費をいただきます。 

小旅行や観劇等の費用や講師を招いて実施する料理教室の費用で参加された場合にお

支払いいただきます。 

私物の洗濯代/１週間・2 ﾈｯﾄ                1,580円 

私物の洗濯を施設に依頼される場合にお支払いいただきます。 

    ※その他個人的な日用品や嗜好品については実費徴収とさせていただきます。 

３ 支払い方法 

ご利用料金は、ご利用月末日締めを致しております。代金のお支払いについては、口

座振替でのお支払いをお願い致しております。請求書は、利用者及び身元引受人又は利

用者若しくは身元引受人の指定する者が指定する方に対し毎月 25日までに請求書を発

行します。お支払いについては、利用月の翌々月の 13日（休日の場合は翌営業日）に

ご指定の預金口座から自動的に利用料金を振替えてお支払い頂きます。 

 

（17）当施設を退去頂く場合 

１ 利用者からの退去の申し出があった場合 

   契約の適用期間であっても、利用者及び身元引受人から退去の申し出をする事が出

来ます。退去を希望する 14日前までに申し出て下さい。月途中退去時の利用料金の

精算については、保険給付の自己負担分はご利用日数分を、家賃、水光熱費は当月の 

  利用日数に応じて日割り計算をさせて頂きます。 

 ２ 当施設からの申し出により退去して頂く場合 

当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、退去して頂く場合

があります。その場合の利用料金の精算についても前項と同様にします。 

① 利用者が要介護認定において自立又は要支援１と認定された場合 

② 利用者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を２か月分以上滞納し、そ

の支払を督促したにもかかわらず１４日間以内に支払われない場合 

③ 利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入居者等に対して、窃盗、暴行、暴

言、誹謗中傷その他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為

を行った場合 

④ 第３条第４項の規定に基づき、当施設が新たな身元引受人を立てることを求め

たにもかかわらず、新たな身元引受人を立てない場合。但し、利用者が新たな

身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除く。 

⑤ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用

させることができない場合 

３ 利用者が病院に入院又は他の施設に入所した場合、本約款に基づく入所利用は終了

します。 
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（18）提供するサービスの第三者評価の実施状況 

第三者評価の実施：無 

 

（19）この重要事項に定めのない事項 

この重要事項に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところ

により、利用者又は身元引受人と当施設が誠意を持って協議して定めることとします。 
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（別紙１） 

個人情報の利用目的 

（令和 2年 3月 31日現在） 

 

グループホーム ハビリス鵄邑Ⅰでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預

かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔当施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

－入退去等の管理 

－会計・経理 

－事故等の報告 

－当該利用者の介護サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

－利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等

との連携、照会への回答 

－利用者の診療等に当たり、医師等の意見・助言を求める場合 

－家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

－保険事務の委託 

－審査支払機関へのレセプトの提出 

－審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等  

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

－医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

－当施設において行われる学生の実習への協力 

－当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

－外部監査機関への情報提供 


